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道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

第
三
条
の
う
ち
目
次
の
改
正
規
定
中
「
第
五
十
一
条
の
十
五
」
を
「
第
五
十
一
条
の
七
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
の
う
ち
第
五
十
一
条
の
四
の
次
に
十
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
十
一
条
を
」
を
「
三
条
を
」
に
改
め
、
第
五
十

一
条
の
八
か
ら
第
五
十
一
条
の
十
五
ま
で
を
削
る
。 

第
三
条
中
第
六
十
四
条
の
改
正
規
定
か
ら
第
六
十
六
条
の
改
正
規
定
ま
で
、
第
七
十
五
条
の
付
記
の
改
正
規
定
、
第
九
十
九

条
の
二
の
改
正
規
定
か
ら
第
百
七
条
の
二
の
改
正
規
定
ま
で
及
び
第
百
十
七
条
の
四
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

第
三
条
の
う
ち
第
百
二
十
三
条
の
改
正
規
定
中
『
「
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
百
十
七
条
の
四

第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
、
』
を
削
る
。 

第
三
条
の
う
ち
第
百
二
十
五
条
の
改
正
規
定
中
『
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
」
を
「
第
百
十
七

条
の
四
第
三
号
」
に
改
め
』
を
削
る
。 

附
則
第
一
条
第
一
号
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
八
条
」

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
次
条
、
附
則
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
」
を
「
附
則
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
」
に
改
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め
、
同
条
第
四
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
次
条
、
」
を
加
え
、
「
、
第
十
六
条
及
び
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
」
を

「
及
び
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
」
を

「
第
十
七
条
ま
で
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
検
討
） 

第
二
条 

政
府
は
、
第
三
条
の
規
定
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
の
規
定
の

実
施
状
況
等
を
勘
案
し
、
放
置
車
両
の
確
認
及
び
標
章
の
取
付
け
に
関
す
る
事
務
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ

の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附
則
第
十
六
条
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
を
削
る
。 

附
則
第
十
七
条
中
「
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
の
下
に

「
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
」
を
加
え
、
同
条
を
附
則
第
十
六
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
土
砂
等

を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）
」
を
付
す
る
。 

附
則
第
十
八
条
を
附
則
第
十
七
条
と
し
、
附
則
第
十
九
条
を
附
則
第
十
八
条
と
す
る
。 
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附
則
第
二
十
条
の
う
ち
第
十
九
条
の
改
正
規
定
中
『
、
「
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
百
十
七
条

の
四
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
』
、
『
、
同
表
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
の
項
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
」
を

「
第
百
十
七
条
の
四
第
五
号
」
に
改
め
、
同
表
第
百
十
七
条
の
四
第
五
号
の
項
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
五
号
」
を
「
第
百
十

七
条
の
四
第
六
号
」
に
改
め
、
同
表
第
百
十
七
条
の
四
第
六
号
の
項
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
六
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
四

第
七
号
」
に
改
め
』
及
び
『
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
百
十
七
条
の
四
第
五

号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
』
を
削
り
、
附
則
第
二
十
条
を
附
則
第
十
九
条
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
一
条
を
附
則
第
二
十
条
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
二
条
の
う
ち
別
表
の
改
正
規
定
中
『
「
第
八
条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
」
を
加

え
、
』
を
削
り
、
同
条
を
附
則
第
二
十
一
条
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
三
条
中
「
第
二
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
」
に
、
「
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第

二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
十
二
条
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
四
条
を
附
則
第
二
十
三
条
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
五
条
中
「
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
十
四
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条
と
す
る
。 


